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給
与
の
支
払
者
を
対
象
に
、　
２５

年
分
年
末
調
整
や
法
定
調
書
な
ど

の
作
成
に
つ
い
て
、
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
月
）
午
後

１１

１８

１
時
半
～
３
時
半

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　

当
日
直
接
会
場
へ
（
車
で
の
来

　

認
可
保
育
所
（
左
表
参
照
）
の

　

年
４
月
入
所
申
込
書
を
、　

月

２６

１１

１
日
（
金
）
か
ら
保
育
課
（
市
役

所
２
階
）
で
配
布
し
ま
す
。

　

お
子
さ
ん
の
入
所
を
希
望
す
る

保
護
者
は
、
受
付
期
間
や
提
出
書

類
を
確
認
の
上
、
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
】保
護

者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、

保
育
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合

　

①
家
庭
の
外
で
仕
事
を
し
て
い

る
②
家
庭
で
日
常
の
家
事
以
外
の

仕
事
を
し
て
い
る
③
出
産
・
病
気
・

心
身
に
障
害
が
あ
る
④
同
居
の
親

族
を
い
つ
も
介
護
し
て
い
る
⑤
災

害
の
復
旧
に
当
た
っ
て
い
る
⑥
そ

の
ほ
か
、
ど
う
し
て
も
保
育
に
当

た
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
【
ご
注
意
】前
記
①
～
⑥
の
い
ず

れ
も
常
態
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

○親
 

医
療
証
の
更
新
手
続
き

　

現
在
使
用
中
の
○親
 

医
療
証
の
有

効
期
限
は　

月　

日
で
す
。
引
き

１２

３１

続
き
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

現
在
、
同
医
療
証
の
交
付
を
受

す
。
ま
た
、
同
居
の
家
族
・
親
族
・

そ
の
他
の
方
も
保
育
に
当
た
る
こ

と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。

「
集
団
生
活
を
体
験
さ
せ
た
い
」

「
幼
児
教
育
の
場
と
し
て
利
用
し

た
い
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
出
産

予
定
の
方
は
申
し
込
み
時
に
お
子

さ
ん
が
既
に
出
生
し
て
い
る
こ
と

が
前
提
と
な
り
ま
す
。
障
害
児
保

育
は
前
記
①
～
⑥
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
と
も
に
、
集
団
保
育

が
可
能
で
日
々
通
所
が
で
き
る
場

合
が
対
象
に
な
り
ま
す

　
【
提
出
書
類
】保
育
所
入
所
申
込

書
・
家
庭
状
況
調
査
書
▼
勤
務
証

明
書
な
ど
、
保
育
に
当
た
る
こ
と

が
で
き
な
い
状
況
を
確
認
す
る
書

類
▼
税
額
証
明
書
（
源
泉
徴
収
票

ま
た
は
確
定
申
告
書
の
控
え
な
ど
、

　

年
分
の
所
得
税
額
の
分
か
る
書

２５類〈
コ
ピ
ー
可
〉。
受
付
期
間
中
に

　

夫
婦
関
係
、
扶
養
、
相
続
な
ど

の
「
家
庭
内
や
親
族
間
の
も
め
ご

と
」、
土
地
・
建
物
、
金
銭
債
務
、

過
払
い
返
還
、
交
通
事
故
な
ど
の

「
民
事
上
の
も
め
ご
と
」
に
つ
い

て
、
豊
富
な
経
験
と
知
識
を
持
っ

た
裁
判
所
の
調
停
委
員
が
、
秘
密

を
厳
守
し
、
無
料
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。
弁
護
士
の
委
員
も
参
加
し

　

児
童
虐
待
と
は
殴
る
、蹴
る
、や

け
ど
を
負
わ
せ
る
、
溺
れ
さ
せ
る

な
ど
の
「
身
体
的
虐
待
」、ポ
ル
ノ

ビ
デ
オ
を
見
せ
る
な
ど
の
「
性
的

虐
待
」、食
事
を
与
え
な
い
、
ひ
ど

く
不
潔
に
す
る
、
自
動
車
の
中
に

　

次
代
を
担
う
青
少
年
が
非
行
に

陥
る
こ
と
な
く
、
健
や
か
に
育
つ

た
め
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
積
極

的
な
活
動
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

　

各
中
学
校
地
区
青
少
年
健
全
育

　

東
久
留
米
市
長
選
挙
が
、　

月
１２

　

日
（
日
）
告
示
、　

月　

日

１５

１２

２２

（
日
）
投
票
日
で
執
行
さ
れ
ま
す
。

　

市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
市

長
選
挙
の
立
候
補
予
定
者
へ
の
説

明
会
を
次
の
通
り
開
催
し
ま
す
。

立
候
補
予
定
者
と
関
係
者
の
方
は
、

そ
ろ
わ
な
い
場
合
は
、
後
日
提
出

可
）。
ま
た
、後
日
改
め
て　

年
度

２５

住
民
税
課
税
証
明
書
な
ど
を
提
出

し
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す

申
し
込
み
の
受
付
期
間
な
ど

　
【
受
付
期
間
と
受
付
時
間
・
会

場
】
①　

月　

日
、　

月
７
日
い

１１

３０

１２

ず
れ
も
土
曜
日
が
午
前
９
時
～
午

後
４
時
②　

月
２
日
（
月
）
～
５

１２

日
（
木
）
が
午
前
９
時
～
午
後
５

時
③　

月
６
日
（
金
）・
９
日
（
月
）

１２

が
午
前
９
時
～
午
後
８
時
。
い
ず

れ
も
会
場
は
、
市
役
所
２
階
２
０

４
会
議
室

　

※
い
ず
れ
の
日
も
午
前　

時
半

１１

～
午
後
１
時
は
除
き
ま
す
。

　

※
入
所
の
選
考
は
先
着
順
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
例
年
、
受
付
期
間

前
半
は
非
常
に
混
雑
し
、
か
な
り

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
の
で
、
受
付
期
間
後
半
も
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　

※
転
出
な
ど
で
他
市
区
町
村
の

保
育
所
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、

随
時
保
育
課
（
市
役
所
２
階
）
で

受
け
付
け
ま
す
。
各
自
治
体
で
申

込
締
め
切
り
日
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
確
認
の
上
、
早
め
に
申
し
込

み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
入
所
の
決
定
】提
出
し
て
い
た

だ
い
た
家
庭
状
況
調
査
書
な
ど
か

ら
、
お
子
さ
ん
の
保
育
に
当
た
る

こ
と
が
で
き
な
い
状
況
を
調
査
し
、

取
り
扱
い
人
員
数
に
空
き
が
あ
る

場
合
、
保
育
に
欠
け
る
要
件
の
高

い
方
か
ら
決
定
し
ま
す

　
【
保
育
料
】扶
養
義
務
者
の
課
税

額
や
お
子
さ
ん
の
年
齢
に
よ
り
決

定
し
ま
す
。
保
育
料
の
納
入
は
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
【
ご
注
意
】郵
送
で
の
入
所
申
し

込
み
は
で
き
ま
せ
ん

現
在
申
し
込
み
を
し
て
い

る
方
も
再
度
申
し
込
み
を

　

既
に
今
年
度
、
入
所
申
し
込
み

を
し
て
決
定
を
待
っ
て
い
る
方
で
、

　

年
４
月
１
日
以
降
も
引
き
続
き

２６入
所
を
希
望
す
る
方
は
、
受
付
期

間
中
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
管
理
係
☎
４
７

０
･
７
７
４
５
へ
。

放
置
す
る
な
ど
の「
ネ
グ
レ
ク
ト
」、

言
葉
に
よ
る
脅
し
、
き
ょ
う
だ
い

間
の
差
別
的
な
扱
い
な
ど
の
「
心

理
的
虐
待
」の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

虐
待
は
子
ど
も
に
対
す
る
重
大
な

権
利
侵
害
で
す
。
子
ど
も
を
虐
待

け
て
い
る
方
に
は
、　

月
７
日

１１

（
木
）
に
現
況
届
を
発
送
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
次

の
方
法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
提
出
方
法
】届
け
出
用
紙
と
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
送
付
し
ま

す
の
で
、　

月　

日
（
火
）
ま
で

１１

２６

に
（
必
着
）、
郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
届
け
出
が

な
い
場
合
、
来
年
１
月
１
日
か
ら

の
同
医
療
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届

　

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
（
支
給
停
止
中
の
方
も

含
む
）
は
、
毎
年
８
月
に
現
況
届

を
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
未

提
出
の
方
は
、
至
急
子
育
て
支
援

課
（
市
役
所
２
階
）
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
届
け
出
が

な
い
場
合
、　

月
期
の
手
当
を
受

１２

け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
な
お
、
所
得
が
手
当
の

支
給
基
準
を
超
え
て
い
る
と
思
わ

れ
る
方
も
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係
☎
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

成
協
議
会
で
は
、
地
域
清
掃
や
野

外
活
動
な
ど
の
活
動
を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
育
て
支
援
課
子
育

て
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
５

へ
。

か
ら
守
る
た
め
に
は
、
親
の
立
場

よ
り「
子
ど
も
の
立
場
が
最
優
先
」

さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

あ
な
た
の
周
り
に
「
虐
待
を
受

け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
」
が
い

た
ら
、
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
や
児
童
相
談
所
に
連
絡（
通
告
）

し
て
く
だ
さ
い
。
通
告
し
た
方
が

特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
秘
密
は

守
ら
れ
ま
す
。

　

地
域
の
気
付
き
、
通
告
が
虐
待

防
止
の
第
一
歩
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
子
ど
も
家
庭
支
援
セ

ン
タ
ー
☎
４
７
１
・
０
９
１
０
へ
。

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
）。

　

※
源
泉
所
得
税
の
納
付
は
「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）」
の

利
用
が
便
利
で
す
。
詳
細
は
同
ホ

http://w
w
w
.e

ー
ム
ペ
ー
ジ
（        
 
 
  -  

tax.nta.go.jp

             
）
を
参
照
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
法
人

課
税
第
２
部
門
☎
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
（
音
声
案
内
に
従

っ
て
「
２
」
番
を
選
択
し
て
く
だ

さ
い
）

ま
す
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）
午
前

１１

１６

　

時
～
午
後
３
時
半

１０
　
【
会
場
】西
武
百
貨
店
池
袋
本
店

７
階

　

先
着
順
。
当
日
直
接
会
場
へ
。

　

詳
し
く
は
東
京
民
事
調
停
協
会

☎
０
８
０
・
８
８
９
８
・
３
３
２

３
へ
。

必
ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】　

月　

日
（
土
）
午
前

１１

１６

９
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
１
会

議
室

　
【
持
ち
物
】
筆
記
用
具
、
印
鑑

（
立
候
補
関
係
書
類
受
領
者
の
も

の
）

　
【
そ
の
他
】説
明
会
受
付
表
に
記

載
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
①
立

候
補
予
定
者
の
氏
名（
ふ
り
が
な
）

②
住
所
③
本
籍
④
生
年
月
日
⑤
党

派
⑥
職
業
⑦
電
話
番
号
⑧
選
挙
管

理
委
員
会
か
ら
連
絡
す
る
場
合
の

連
絡
先
（
担
当
者
氏
名
・
住
所
・

電
話
番
号
）
⑨
報
道
機
関
な
ど
へ

の
公
表
の
可
否
を
あ
ら
か
じ
め
ご

確
認
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
会
事
務
局
☎
４
７

０
・
７
７
７
７
へ
。

子どもを虐待から守るための
５カ条

　①「おかしい」と感じたら迷わず連
絡（通告は義務＝権利）
　②「しつけのつもり」は言い訳（子
どもの立場で判断）
　③一人で抱え込まない（あなたにで
きることから即実行）
　④親の立場より子どもの立場（子ど
もの命が最優先）
　⑤虐待はあなたの周りでも起こりう
る（特別なことではない）

※　各保育園の休園日は､日曜日および祝日、１２月２９日〜１月３日です。
※　０歳児の保育は入所時に、公立園は６カ月に達する乳児、公設民営・私立園は生後５７日
に達する乳児が対象です。

※　延長保育は、保育料のほかに、延長保育事業利用料が掛かります。
※　０歳児・障害児の保育時間は、保育園と協議となります。
※　認定こども園かたばみ保育園の申し込みは、直接同園へ。
※　２６年４月から、市立みなみ保育園は民営化され、新しく（仮称）わらべみなみ保育園が
開園します。運営は社会福祉法人清心福祉会が行います。

認可保育所一覧

電話所在地保育年齢定員保育所名

４７３・３９２３幸　町１－１７－１１歳〜５歳８０人さ い わ い 保 育 園

公立

４７３・９６４３下　里３－２－２３０歳〜５歳１０４人は く さ ん 保 育 園

４７４・６６５４新川町１－１－１２０歳〜５歳１０４人し ん か わ 保 育 園

４７３・７９３０八幡町２－１４－２２０歳〜５歳１０４人は ち ま ん 保 育 園

４７３・７９１０前　沢１－５－３００歳〜５歳１０１人ま え さ わ 保 育 園

４７５・０５６１中央町１－２－４０歳〜５歳１０４人ちゅうおう保育園

４６３・６６５５ひばりが丘団地８－１００歳〜５歳１１０人ひ ば り 保 育 園

公設民営 ４７３・３９２０滝　山６－１－２０歳〜５歳１０７人た き や ま 保 育 園

４７７・１３５９上の原１－２－４４０歳〜５歳１１０人上の原さくら保育園

４７３・１０００大門町１－３－４０歳〜５歳１１８人久留米みのり保育園

私立

４７３・３９７１下　里４－１－２１０歳〜５歳１１０人あ そ か 保 育 園

４７３・４１３３滝　山７－５－１２０歳〜５歳９０人滝山しおん保育園

４７４・２９１０下　里７－８－２００歳〜５歳１３０人下里しおん保育園

４７４・５３０７柳　窪２－１５－６０歳〜５歳１３０人く る み 保 育 園

４７２・２５２１東本町１－８
Emio東久留米１階０歳〜５歳６０人Nicot東 久 留 米

４５１・７３７３
（２６年４月〜）南　町一丁目０歳〜５歳１３１人（仮称）

わらべみなみ保育園

４７９・４０００前　沢１－４－３５１歳〜２歳３３人か た ば み 保 育 園認定こども園
（保育所枠）

　

月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間
で
す

１１
「
助
け
て
・
・
・
の
小
さ
な
サ
イ
ン

受
け
と
め
て
」

　

月
は
「
子
ど
も
・
若
者

１１

育
成
支
援
強
調
月
間
」
で
す

ひ
と
り
親（
○親
 

）家
庭
な
ど
の
医
療
費
助
成

現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す

市
長
選
挙
立
候
補
予
定
者
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

年
末
調
整
な
ど
の
説
明
会
を

開
催
し
ま
す

裁
判
所
の
調
停
委
員
に
よ
る

無
料
調
停
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

申
込
書
の
配
布
は　

月
１
日
（
金
）
か
ら
、

１１

受
け
付
け
は　

月　

日
（
土
）
か
ら

１１

３０

　

年
度
認
可
保
育
所
へ
の
入
所
申
し
込
み

２６


